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平成２９年３月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   平成２９年３月２４日（金曜日）  

○場  所   駅前分庁舎 多目的スペース 会議室  

○出席委員   中村義明委員長  

石川周三委員長職務代理者  

        北嶋節子委員  

岩﨑勤委員  

        小林仁教育長  

○教育委員会事務局  

学校教育課長 西村規利，指導課係長  湯本勝洋  

生涯学習課長  斉藤伸明，給食センター所長  石川好次  

スポーツ振興課長  妻木克浩，ゆうき図書館長 佐藤栄一  

学校教育課長補佐兼施設係長 佐山敦勇  

        学校教育課学務係長 石井智之  

 

１ 付議事件  

（１）議案第３号 結城市学校医及び学校薬剤師の委嘱について  

（２）議案第４号 結城市教育委員会マイクロバス運行規程を廃止する訓令について  

（３）議案第５号 ゆうき図書館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規  

         則について  

 

 

２ 報告事項  

（１）教育長報告  

（２）報告第６号 第１７回結城市シルクカップロードレース大会について  

 

 

３ その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後１時００分 開 会  

〇学校教育課長 定例会を始めさせていただきます。  

        本日は、定足数に達しておりますので，会議が成立しておりますことを

ご報告させていただきます。  

        なお，今日は傍聴人はございません。  

        それでは，委員長のほうから開会宣言をよろしくお願いいたします。  

〇委員長    こんにちは。  

        ただいまから教育委員会３月定例会を開会いたします。お願いします。  

〇学校教育課長 それでは，議事進行につきましては，中村委員長のほうでよろしくお願

いいたします。  

〇委員長    議事録署名委員は，北嶋委員によろしくお願いいたします。  

        本日の案件は３件でございます。  

        なお，議案第３号，この件は人事案件ですので，非公開といたします。

よろしくお願いします。  

        それでは……  

〇教育長    ちょっと教育長報告内容でも，ちょっと個別の名称が出てきたりすると

ころについては非公開にしてもらって，いろいろ具体の名前などを出せれ

ばと思います。  

〇委員長    そういうことで，議案第３号及び教育長報告は非公開といたします。  

        議案第３号 結城市学校医及び学校薬剤師の委嘱について，事務局より

説明をお願いします。  

 

◎議案第３号 結城市学校医及び学校薬剤師の委嘱について〈非公開〉  

〈非公開部分削除〉  

 

〇委員長    続いて，議案第４号 結城市教育委員会マイクロバスの運行規程を廃止

する訓令についてを議題といたします。  

        事務局より説明をお願いします。  

 

◎議案第４号 結城市教育委員会マイクロバスの運行規程を廃止する訓令について  

〇学校教育課学務係長 資料４ページをごらんください。  

        議案第４号 結城市教育委員会マイクロバスの運行規程の廃止について。 

        上記議案を提出する。  

        平成２９年３月２４日提出，結城市教育委員会。  

        次に，５ページをごらんください。  

        結城市教育委員会マイクロバス運行規程を廃止する訓令。  

        結城市教育委員会マイクロバス運行規程，平成１０年結城市教育委員会

訓令第４号は廃止する。  

        次の６ページをごらんください。  

        廃止の理由になりますが，現在，結城市では定員４２人乗りの庁用バス



と２６人乗りのマイクロバスの２台を所有しております。庁用バスにつき

ましては，市長部局の契約管財課，マイクロバスについては教育委員会学

校教育課においてそれぞれ結城市庁用バス運行規程，結城市教育委員会マ

イクロバス運行規程に基づきまして管理運営を行っております。  

        庁用バスの車庫は現在の市役所の南側の場所にございますが，この度公

民館を建設することが決定し，市バスの保管場所の問題が生じたことで，

これまで運転手の委託をお願いしていたバス会社と庁用バス及びマイクロ

バスの２台について，保管，メンテナンス等の管理経費一式について，平

成２９年度より全て委託契約することに変更し，そのための予算計上を契

約管財課において行っております。  

        そのことに伴いまして，２台のバスについては，今後市長部局の契約管

財課において一括して管理を行い，結城市教育委員会マイクロバスの運行

規程の内容については，結城市庁用バス運行規程のほうに統合することに

より，今回こちらの規定は廃止するものになります。  

        マイクロバスにつきましては，これまで市内小中学校の校外学習等，学

校行事に使用しておりましたが，今回の変更によって回数が制限されるこ

とのないよう予算計上しておりますので，実際には学校教育課の申請手続

が変更する程度のものになります。  

        説明は以上となります。審議のほどよろしくお願いいたします。  

〇委員長    それでは，ただいまの説明について，委員さんから何かお願いします。  

〇教育長    教育委員会から管財のほうに行くということでの手続ですので，それで

よろしいと思います。  

〇石川委員   私もこれを前もってもらったときに，見たときに，わざわざ廃止しなく

てもいいかなと自分なりに思ったんですよね。やっぱりそれは子供たちの

いつでもこうやってね，空いているときに活用してもらうための。廃止す

ること，何か廃止する理由があるのかなという疑問は思ったんですけれど

も，今説明がありましたんで，わかりましたんで。手続だけを確認はして

もらうと。手続だけをちゃんとやれば大丈夫ということですね。  

〇学校教育課学務係長 今までどおりに進めさせていただきます。  

〇石川委員   わかりました。そういうことです。  

〇委員長    ちょっといいですか。直接議案に関係ないことで申しわけないんですが，

ちょっと勉強させてもらいたいと思って。  

        この訓令というこの概念がちょっと私，聞くことはあるんだけれども，

位置づけは，普通大体こういうところに出てくるのは条例とか規則とかと

いうのがありますよね。訓令というのは，これはどういう概念。  

〇学校教育課学務係長 教育委員会からそういったことをやってくださいという職員に対

しての命令になります。条例，規則は法規たる性質を有しますが，訓令は

有しません。  

〇委員長    そうですか，訓令ね。そういうものになる，わかりました。  

        それでは，説明がありまして，質疑はないようですので，早速採決に入



ります。  

        議案第４号を原案のとおり賛成とすることについて，賛成の委員は挙手

をお願いします。  

        （賛成者挙手）  

〇委員長    ありがとうございます。  

        挙手満場です。  

        議案第４号 結城市教育委員会マイクロバスの運行規程を廃止する訓令

について，原案のとおり承認することに決定いたしました。  

        続きまして，議案第５号 ゆうき図書館設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。  

        事務局より内容の説明をお願いします。  

 

◎議案第５号 ゆうき図書館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて  

〇ゆうき図書館長 それでは，資料の７ページをごらんいただきたいと思います。  

        議案第５号 ゆうき図書館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則について。  

        上記議案を提出する。  

        平成２９年３月２４日提出，結城市教育委員会。  

        今回の改正につきましては，結城図書館に指定管理者制度を導入するた

めに昨年９月の市議会第３回定例会におきまして，ゆうき図書館の設置及

び管理に関する条例の一部を改正したことに伴う規則の改正でございます。 

        条例により，ゆうき図書館に指定管理者制度の導入を可能とすること，

指定管理者の業務，募集，申請，業務報告書の提出などを規定いたしまし

たが，この規則によりましてそれらの具体的な手続や方法を規定するもの

でございます。  

        改正の内容は，資料の１３ページから及び１６ページになりますが，規

則に第２条から第１７条を加えておりまして，主なところでは，第２条で

指定管理者の申請に必要な書類，第５条で業務報告書の提出に必要な書類

を定めております。また，第７条，第８条では，それぞれ何らかの理由で

開館時間や休館日の変更が必要な場合の手続を定めております。また，１

０条から第１４条におきましては，指定管理者選定委員会の委員の構成や

会議の開催についてなどを定めております。  

        なお，この規則改正につきましては，本来，条例改正の後速やかに教育

委員会議に付すべき案件でございましたが，漏れてしまいまして，おわび

を申し上げます。  

        以上でございます。  

〇委員長    ただいま説明がありました。  

        委員さんから何かこれらについてご発言があればどうぞ。  

        じゃ，ちょっと私から。状況もいろいろと内容も変わってくるとは思う



んですが，この指定管理者に対する，その運営が変わることによって，何

か利用者の利用の仕方で変わることはあるんですか。  

〇ゆうき図書館長 特にございません。  

〇委員長    特にないですか。  

        よろしいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    ほかに質問がないようです。早速採決に入ります。  

        議案第５号を原案のとおり賛成することに賛成の委員は挙手願います。  

        （賛成者挙手）  

〇委員長    挙手満場でございます。  

        議案第５号 ゆうき図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則について，承認することに決定いたしました。  

        続きまして，報告事項に入ります。  

        本日の報告事項は，教育長報告のほか１件でございます。  

        それでは，初めに教育長より，教育長報告をお願いいたします。  

 

◎教育長報告〈非公開〉  

〈非公開部分削除〉  

 

〇委員長    続いて報告第６号 結城市シルクカップロードレース大会についてお願

いします。  

 

◎報告第６号 結城市シルクカップロードレース大会について  

スポーツ振興課長 資料の３２ページになります。  

        報告第６号 結城市シルクカップロードレース大会について。  

        上記のとおり，別記について報告する。  

        平成２９年３月２４日提出，結城市教育委員会。  

        ３１ページから３４ページに結果をお示しさせていただいております。  

        去る２月１９日日曜日に開催されたわけですが，当日は朝，前の晩に降

りました雪が積もっておりまして，開催が心配されたところでございます

が，競技役員の懸命な除雪作業もありまして，無事終了することができた

わけでございます。  

        こちらの表が上位８位までの結果ということになっております。  

        それから，記録のところに太線で囲ってあるのが大会新記録，点線で囲

ったものが大会タイ記録，氏名のところに太線で囲ってあるのが結城市民

の方ということになります。  

        １．８キロメートル，親子ペアの１位，加藤仁志さんと来実さん，記録

６分２５秒，これが大会新記録になります。１．８キロメートル男子小学

生，菊地道登君，海老原悠生君，記録６分２秒，６分３秒ということで，

それぞれ大会新記録でありました。１．８キロメートル女子小学生，宮下



麗美さん，６分１５秒ということで，大会タイ記録になります。  

        資料の３２ページに移ります。  

        表の３番目，５キロメートル男子５０歳以上，８位，竹澤利之さん，結

城市在住の方でございます。  

        その下，５キロ女子３９歳以下，１位の萩野真理さん，１７分１１秒，

大会新記録でございます。  

        ３３ページに移ります。  

        表の下から２番目，１０キロメートル女子３９歳以下，第５位の金崎希

羅々さん，記録は４２分３４秒でございましたが，結城市在住の方でござ

います。  

        それから，３４ページに移ります。  

        １０キロメートル女子５０歳代，第１位，幸田昌代さん，記録は３９分

５３秒ということで，結城市在住の方でございます。１０キロメートル女

子６０歳以上，第１位，佐々木美恵子さん，記録４５分２８秒，大会新記

録でございます。  

        当日は参加申込者数が３，６４８人ありましたが，そのうちの出走者が

３，１４６人でございました。出走率は８６．２％ということで，例年の

ような傾向でございました。そのうちの完走者数が３，１４４人，完走率

９９．９％ということで，２人の方が残念ながら途中棄権となってしまい

ましたが，ほぼほとんどの方が無事完走されたということでございます。  

        けが人が１名出ましたが，転倒によりまして，口と手を切ってしまった

ということで，大会で用意した収容車で，当日，大木先生に担当してもら

って，そのまま結城病院に紹介してくれまして，そちらに搬送されたと。

処置をしていただいて，そのまま無事に帰られたというようなことです。

そのほか，医師，看護師，用意してありましたが，かすり傷等で診てもら

ったという方は何人かおりましたが，大きな事故はございませんでした。  

        以上でございます。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        それでは，ご質疑等ありましたら。  

        雪でね，大変心配して。でも，電話で聞いたのは，もう大丈夫ですよと

いう話だったんで，本当にあれですよね。でも，相当やっぱり事務局とか

周りの応援もね，職員の方初めみんなで朝大変だったんだろうなという思

いはしました。お疲れさまでした。そこには黒子さんたちがいるんで，ラ

ンナーも精いっぱい走って，全員成績が出せるのかなと思いますけれども。 

        よろしいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    ないようですので，以上をもちまして，議題及び報告事項について全て

案件は終了いたしました。ありがとうございました。  

〇学校教育課長 では，委員長のほうから閉会宣言のほうをよろしくお願いいたします。  

〇委員長    以上をもちまして，本日の定例教育委員会を終了いたします。  



        ご苦労さまでした。  

 

 

午後２時００分 閉 会  

 

 

 

 

 

上議事録は事実に相違するところがないことを認め，下に署名する。  

 

 

 

結城市教育委員会委員長  

 

 

 

結城市教育委員会委員  

 


